
 

公共交通空白地等における生活交通の確保について 

 
 「公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例（平成22年12月28日施

行）」に基づく施策を定め、市民、市民団体、公共交通事業者と共働して、生活交通の確保に取

り組む。 
 
１．生活交通の確保のための施策の概要 

 
１）課題 

人口減少や高齢化の進展、ライフスタイルの変化などにより、地域の公共交通を取り巻く環境

は厳しい状況にある。平成１４年にはバス事業の需給調整のための規制が緩和され、市内におい

てもバス路線の休廃止が相次ぎ、通勤・通学・通院・買い物などの日常生活に必要な生活交通の

確保が課題となっている。 
 また、高度経済成長期に開発された住宅地では高齢化が顕著となり、丘陵地などにおいては、

きめ細やかなバス路線が望まれており、高齢社会を踏まえた公共交通が不便な地域における生活

交通の確保が課題となっている。 
 
２）施策 

 現在、条例に基づき実施しているバス路線の休廃止への対応に加えて、新たに公共交通が不便

な地域における生活交通の確保に取り組む。 
 

① バス路線の休廃止への対応                        

バス路線の休廃止に伴い公共交通が空白となる地域における代替交通の確保  【継続施策】

 

② 公共交通が不便な地域への対応                      

公共交通が不便な地域における地域が主体となった取り組みへの支援     【新規施策】

  
（参考）バス路線の休廃止に伴う代替交通の確保の状況 

路線 

公共交通空白地となる 

おそれのあった地域 

※（ ）内は H17 国勢調査に基づく人口

運行区間 

（補助対象区間） 

代替交通

運行開始

今宿姪浜線 
西区今宿上ノ原  

（1,355 人）

今宿野外活動センター 
～ 姪浜駅北口（約 10km） H18.11~

板屋脇山線 
早良区板屋 

 （32 人）

板屋ふるさと館前 
～ 脇山小学校前（約 12km） H20.4~ 

志賀島島内線 
東区勝馬・弘 

（685 人）

勝馬 ～ 大岳・海浜公園西口 
（約 11km） H20.11~

脇山支線 
早良区飯場・曲渕・石釜・西・椎原

（1,979 人）

曲渕・椎原 ～ 早良営業所 
曲渕 ～ 椎原     （約 17km） H22.4~ 

金武橋本線 
西区飯盛・吉武 

（1,267 人）

南金武～橋本駅・野方 
（約 5km） H23.4~ 
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２．公共交通が不便な地域における地域が主体となった取り組みへの支援（案） 
 
 

公共交通が不便な地域においては、地域の実情に応じた必要性や実現性を踏まえて、地域が

主体となった取り組みに対して補助を行い、地域や公共交通事業者の自立的・持続的な運行に

よる生活交通の確保を図る。 
 

１）支援の対象地域 

 公共交通が不便な地域として、バス停・鉄道駅から一定の距離のある地域に加えて、一定の高

低差のある地域についても支援の対象地域とする。 

 

支援の対象地域 基準 

公共交通空白地 バス停・鉄道駅から概ね１ｋｍ以上離れた地域 

公共交通不便地 

距離 

バス停から概ね５００ｍ、鉄道駅から概ね１ｋｍ以上離れた地域

公共交通不便地に準ずる地域 高低差 バス停・鉄道駅と概ね４０ｍ以上の高低差のある地域 

※ 「公共交通空白地」及び「公共交通不便地」の基準は、条例に定められているものである。 

※ バス路線の休廃止等に伴い、上記の地域となるおそれのある地域についても対象とする。 

 

２）支援の内容 

 地域の生活交通に関する課題の解決に向けた地域主体の取り組みについて、検討段階における

運行内容の検討や試行運行の実施に対して予算の範囲内で補助を行う。 
 

 
公共交通空白地・不便地・不便地に準ずる地域 

（これらの地域となるおそれのある地域を含む） 
 

地域における機運の高まり 

↓ 

協議会の立ち上げ 

↓ 
 

運行内容の検討 

↓ 

試行運行の実施 

↓ 

本格運行の実施 

↓ 

利用促進／定期的な検証・見直し 

【運行内容の検討の具体例】 
 
○地域特性の把握・分析 
 
・資料収集やアンケート調査等による地域特性の把握 
・需要の推計 
＜必要なデータ＞ 
・人口（人口増減率・高齢化率など） 
・施設の分布（病院・商業施設・公共施設など） 
・道路の状況 
・地域住民の移動実態  など 

 
○計画の策定 
（既存のバス路線の活用や新たな交通サービスの検討など） 

 
運営計画 

＜検討内容＞ 

・経費    ・運賃収入 
・運賃外収入 ・利用促進策  など 

 
運行計画 

＜検討内容＞ 

・経路    ・ダイヤ（時間帯・本数） 
・車両    ・バス停の位置  など 

 
 

検
討
段
階 

実
施
段
階 

補助対象 

※ 必要に応じて実施 
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参考 

 

■ バス路線の休廃止への対応 と 公共交通が不便な地域への対応 の違い 
 

① バス路線の休廃止への対応        継続 ② 公共交通が不便な地域への対応       新規 

バス路線の休廃止に伴い 

公共交通が空白となる地域における 

代替交通の確保 

公共交通が不便な地域における 

地域が主体となった 

取り組みへの支援 

 バス路線の休廃止に伴って 

新たに公共交通空白地となる地域 
 

バス路線の休廃止の申し出 

↓ 

協議会の立ち上げ 

↓ 

運行内容の検討 

↓ 

生活交通特別対策区域の指定 

 ↓  

代替交通の運行 

↓ 

利用促進／定期的な検証・見直し
 

 
公共交通空白地・不便地・不便地に準ずる地域 

（これらの地域となるおそれのある地域を含む） 
 

地域における機運の高まり 

↓ 

協議会の立ち上げ 

↓ 

運行内容の検討 

↓ 

試行運行の実施 

 ↓  

本格運行の実施 

↓ 

利用促進／定期的な検証・見直し  

 

■ 政令市における支援制度              （地域の取り組みへの支援を実施している政令市のみ掲載） 
 

 北九州市 広島市 横浜市 川崎市 新潟市 

技術的支援 ○ ○ ○ ○ ○ 
検討段階 

試行運行補助  ○ ○ ○  

車両購入補助 ○   ○  
実施段階 

本格運行補助 ○    ○ 

 
 

■ 経費の目安               （車両・機材の仕様、運行頻度、時間などによって経費は異なる） 
 

 
大型・中型 

バス 
小型バス 

ジャンボ 

タクシー 

セダン型 

タクシー 

年間運行経費 

（1台あたり） 

1,300～ 

1,500 万円 

1,200～ 

1,300 万円 

500～ 

900 万円 

500～ 

900 万円 

車両購入費 

（１台あたり） 

1,500～ 

3,000 万円 

1,400～ 

2,000 万円 

200～ 

400 万円 

200～ 

400 万円 

※ バス停整備費（1基あたり）：3～15 万円 （出典：国土交通省地域公共交通づくりハンドブック） 

 

検
討
段
階 

実
施
段
階 

検
討
段
階 

実
施
段
階 

補助対象 

補助対象 

※ 必要に応じて実施 

→

→

運
行
見
送
り 

8


	資料1-1(5-6)
	７ページ
	資料1-3(8)



